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答申第２２０号（諮問第２７８号） 

 

答  申 

 

１ 審査会の結論 

埼玉県警察本部長（以下「実施機関」という。）が平成２７年１月２０日付けで行っ

た公文書開示決定は、妥当である。 

 

２ 審査請求及び審議の経緯 

（１） 審査請求人は、平成２７年１月６日付けで、埼玉県情報公開条例（平成１２年埼

玉県条例第７７号。以下「条例」という。）第７条の規定に基づき、実施機関に対

し、次のとおり開示請求（以下「本件開示請求」という。）を行った。 

「１ 平成１７年３月２２日付け警察庁丙交指発第１４号、警察庁丙交企発第５４

号、警察庁丙交規発第２９号『道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行等

に伴う交通警察の運営について』を受領した旨が記載された帳票（文書受付簿等）

及び内部や県下の警察署に周知を図るための手続き書類（起案書、発送簿等）。 

２ 平成１８年６月１９日付け警察庁丙総発第２７号、警察庁丙交企発第８３号、

警察庁丙交指発第２６号『モデル審査基準等の改定について（通知）』を受領し

た旨が記載された帳票（文書受付簿等）及び内部や県下の警察署に周知を図るた

めの手続き書類（起案書、発送簿等）。 

３ 平成１８年４月２８日付け警察庁交通局交通指導課理事官、警察庁情報通信局

情報管理課理事官からの事務連絡で『改正道路交通法施行前の放置関係使用制限

命令事実の報告について』を受領した旨が記載された帳票（文書受付簿等）及び

警察庁への回答を行うための手続き書類（起案書、発送簿等）。 

 【注記】 

この事務連絡では『運転禁止期間の開始の日が平成１７年６月２日から平成１
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８年５月３１日までの放置関係使用制限命令について、平成１８年６月５日（月）

までに、警察庁に報告すること。』と記載されている。 

４ 平成１７年９月２日付け警察庁丁交指発第１４８号、警察庁丁交企発第２０２

号『新制度における放置車両確認標章の作成・取付け要領等について』を受領し

た旨が記載された帳票（文書受付簿等）及び内部や県下の警察署に周知を図るた

めの手続き書類（起案書、発送簿等）。」 

（２） 実施機関は、本件開示請求の３のうち受領した旨が記載された帳票（文書受付簿

等）に該当する文書として「文書受付簿（平成１８年５月１日２４８号 情報管理

課企画係）」（以下「本件対象文書」という。）を特定し、平成２７年１月２０日

付けで公文書開示決定（以下「本件処分」という。）を行い、審査請求人に通知し

た。 

（３） 審査請求人は、埼玉県公安委員会（以下「諮問庁」という。）に対し、平成２７

年２月１８日付けで、本件処分の取消しを求めて審査請求（以下「本件審査請求」

という。）を行った。 

（４） 当審査会は、本件審査請求について、平成２７年４月１５日に諮問庁から条例第

２２条の規定に基づく諮問を受けるとともに、開示決定等理由説明書の提出を受け

た。 

（５） 当審査会は、平成２７年６月１８日に審査請求人から意見書の提出を受けた。 

（６） 当審査会は、平成２７年７月１７日に諮問庁の職員から意見聴取を行った。 

（７） 当審査会は、平成２７年１０月２３日に審査請求人の口頭意見陳述を聴取した。 

 

３ 審査請求人の主張の要旨 

  審査請求人が主張している内容は、おおむね以下のとおりである。 

（１） 審査請求の趣旨 

    埼玉県公安委員会と埼玉県情報公開審査会に原因の究明と改善策を期待し、本件

審査請求を行う。 
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（２） 審査請求の理由 

私が開示請求を行ったのは駐車対策課（組織変更で交通指導課）の文書受付簿で

あり、本件対象文書ではない。 

また、本件対象文書の「保存期間」欄には、「１年未満」と記載されていた。埼

玉県警察文書管理規程（平成１４年７月１０日付け警察本部訓令第２５号。以下「文

書管理規程」という。）第４１条（文書等の保存期間）では、警察庁からの通達等

の保存期間は３０年間又は１０年間と規定されており、文書管理規程に違反してい

ると考えられる。 

４ 諮問庁の主張の要旨 

諮問庁が主張している内容は、おおむね以下のとおりである。 

（１） 原処分について 

本件開示請求の３のうち受領した旨が記載された帳票（文書受付簿等）に該当す

る文書として本件対象文書を特定し、原処分を行ったものである。 

（２） 文書受付簿について 

文書受付簿は、文書管理規程の別記様式第 1号において定められているものであ

り、「日付」、「番号」、「件名」、「発信官署又は発信人住所氏名」、「保存期

間」及び「備考」が項目とされている。なお、文書管理規程第１６条により、文書

受付簿等は、磁気ディスクをもって調製することができるとされている。 

（３） 本件対象文書について 

本件開示請求を受けて、本件開示請求の３の事務連絡（以下「本件事務連絡」と

いう。）の名称から総合文書管理システムにより文書受付簿のデータを検索したと

ころ、情報管理課企画係の文書受付簿に「改正道路交通法施行前の放置関係使用制

限命令事実の報告について」という件名を確認できたため、当該データを印字し、

対象文書として特定したものである。 

（４） 保存期間について 

本件対象文書において保存期間は「１年未満」とされているが、文書管理規程別

表第３の（注）２（１）は、「この基準に該当する重要な文書等（他官庁、警察庁、
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管区警察局、他都道府県警察からのものを含む。）を取得した場合であっても、当

該文書等が自らの所属又は担当の業務に無関係なもの（廃棄しても業務に支障を及

ぼさないものをいう。）であるときは、この基準にかかわらず、軽易な文書等とし

て１年又は１年未満の保存期間を適用することができる。」としている。しかるに、

本件事務連絡は、交通指導課の担当する業務に係るものであり、情報管理課におい

て廃棄しても業務に支障を及ぼさないものであるから、本件事務連絡の保存期間が

「１年未満」とされていても何ら不合理ではない。 

また、文書管理規程別表第３は、保存期間を３０年として整理すべき文書等とし

て「通（示）達の制定及び改正に関するもの」を掲げ、該当する文書等の例として

「通（示）達の制定及び改正のための決裁文書」を掲げているが、埼玉県警察公文

例規程（平成１４年７月１０日付け警察本部訓令第２６号）第３条によれば、「通

達」とは、「本部長が、法律、規則、訓令等の解釈、運用方針等を部下職員に示し、

又は本部長若しくは本部長の命により部長が、事務処理の方針、細目等について部

下職員に指揮命令するものをいう。」とされていることから、本件対象文書におい

て本件事務連絡の保存期間が「１年未満」とされていても何ら不合理ではない。 

 

実施機関は、上記に記載した判断を経て、原処分を行ったものであり、処分は妥当な

ものである。 

 

５ 審査会の判断 

（１） 本件審査請求について 

本件処分は、実施機関が本件開示請求の３のうち受領した旨が記載された帳票

（文書受付簿等）に該当する文書として「文書受付簿（平成１８年５月１日２４８

号 情報管理課企画係）」を本件対象文書として特定し、開示決定をしたものであ

る。 

これに対し、審査請求人は、開示請求を行ったのは交通指導課の文書受付簿であ
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り、本件対象文書ではないとして審査請求をした。 

そこで、当審査会では、本件対象文書の特定の妥当性について検討する。 

（２） 文書等の受付について 

    埼玉県警察における文書等の受付については、文書管理規程第１１条第１項にお

いて「文書等は、第８条第３項の規定による文書等（第１５条の規定により受信し

た電子文書を除く。）の収受、前２条の規定による文書等の配布又は次条第１号の

規定による回付を受けた時に受け付けたものとする。ただし、次条の定めるところ

により文書等を回付し、又は返付した場合は、この限りでない。」と規定している。 

同条第２項においては「前項の規定により受け付けた文書等が埼玉県警察以外の

官公署、団体等（以下『部外』という。）から送達されたもの（以下『部外受理文

書等』という。）であるときは、その内容が軽易又は定型的なものを除き、次の各

号に定める要領により処理するものとする。」として受付処理の要領を定め、同項

第１号において「部外受理文書等には、暦年ごとに第１号から始まる一連の受付番

号（以下『受付番号』という。）を付し、文書受付簿（別記様式第１号）に記載す

る。」として、文書受付簿について規定している。 

また、文書管理規程第１６条では、「文書受付簿及び親展文書受付簿は、磁気デ

ィスク（これに準ずる方法により一定の事項を記録しておくことができるものを含

む。以下同じ。）をもって調製することができる。」と規定している。この規定に

基づき、埼玉県警察では受理した文書情報を登録し管理する総合文書管理システム

を運用しており、埼玉県警察情報管理システムによる文書管理業務実施要領（平成

１４年７月１０日付け文第２６６号）において実施に関し必要な事項を定めている。 

総合文書管理システムにおいては、受理文書を登録する際に部外受理文書等であ

るか内部文書であるかを選択することとなっており、部外受理文書等を選択した場

合には文書受付簿の出力が可能となっている。 

（３） 本件対象文書の特定の妥当性について 

上記（２）の文書等の受付事務を前提に、本件対象文書は、本件事務連絡の名称
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から総合文書管理システムにより文書受付簿のデータを検索し特定したものであ

り、その特定方法において不適切な点は見当たらない。 

他方、審査請求人は、交通指導課の文書受付簿の開示を請求するものとしている。 

本件事務連絡は、警察庁交通局交通指導課理事官及び警察庁情報通信局情報管理

課理事官から警視庁交通部交通総務課長、各道府県警察本部交通部長、警視庁総務

部情報管理課長、各道府県警察本部総（警）務部長に宛てた文書であるから「部外

受理文書」であることは明らかであり、その内容は「改正道路交通法施行前の放置

関係使用制限命令事実の報告」であり、簡易又は定型的なものとは認められない。

そして、本件事務連絡は、実施機関においては情報管理課だけでなく交通指導課の

担当する業務に係るものであったことから、交通指導課においても文書受付簿が作

成されていなければならないものと認められる。 

ところが、交通指導課においては文書受付簿が作成されていた事実を認めること

はできない。これは、実施機関において、公文書の管理が不適切であったことによ

るものと言わざるを得ない。 

しかし、交通指導課において文書受付簿が作成された事実が認められない以上、

作成されていない文書の開示を問題とすることはできない。 

よって、本件対象文書を特定して開示決定した実施機関の判断は妥当である。 

なお、審査請求人は、その他種々主張するが、いずれも当審査会の上記判断を左

右するものではない。 

（４） 結論 

以上のことから、「１ 審査会の結論」のとおり判断する。 

 

 （答申に関与した委員の氏名） 

新井賢治、嶋崎健太郎、山本未来 
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審議の経過 

年  月  日 内   容 

平成２７年 ４月１５日 諮問を受ける（諮問第２７８号） 

平成２７年 ４月１５日 諮問庁から開示決定等理由説明書を受理 

平成２７年 ６月１８日 審査請求人から意見書を受理 

平成２７年 ７月１７日 諮問庁から意見聴取及び審議（第二部会第１０９回審査会） 

平成２７年 ９月 ４日 審議（第二部会第１１０回審査会） 

平成２７年１０月２３日 審査請求人の意見陳述聴取及び審議（第二部会第１１１回審査会） 

平成２７年１１月２０日 審議（第二部会第１１２回審査会） 

平成２７年１２月１０日 答申 

 


